
(単位:千円)

科 目 金 額 科 目 金 額

流　動　資　産 流　動　負　債

固　定　資　産
 有形固定資産

 無形固定資産
株　主　資　本

 投資その他の資産

評価・換算差額等

貸　借　対　照　表

(令和4年3月31日現在)

資　　産　　の　　部 負　　債　　の　　部

7,992,244 5,711,708

電 子 記 録 債 権 796,850 未 払 金 55,559

売 掛 金 4,014,085 未 払 費 用 18,953

現 金 及 び 預 金 56,100 電 子 記 録 債 務 655,260

受 取 手 形 285,169 買 掛 金 4,558,552

未 収 入 金 36,694 預 り 金 4,883

前 渡 金 3,275 前 受 金 2,672

商 品 104,523 未 払 法 人 税 等 156,118

預 け 金 2,688,123 未 払 消 費 税 42,204

受 入 保 証 金 104,511

前 払 費 用 7,200 従 業 員 賞 与 引 当 金 110,497

そ の 他 の 流 動 資 産 224 役 員 賞 与 引 当 金 2,500

建 物 27,919 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 895

機 械 装 置 1,426

197,125 固　定　負　債 111,517
85,338 退 職 給 付 引 当 金 110,622

負債合計 5,823,225

純　資　産　の　部
3,995

ソ フ ト ウ ｪ ア 929 2,371,080

工 具 器 具 備 品 7,919

構 築 物 189

土 地 47,886

107,791 資 本 準 備 金 10,000

投 資 有 価 証 券 18,692 そ の 他 資 本 剰 余 金 10,000

電 話 加 入 権 3,066 資 本 金 110,000

資 本 剰 余 金 20,000

長 期 繰 延 税 金 資 産 81,943  その他利益剰余金 2,236,080

その他の投資その他の資産 0 繰 越 利 益 剰 余 金 2,236,080

賃 借 保 証 金 7,081 利 益 剰 余 金 2,241,080

長 期 前 払 費 用 75  利 益 準 備 金 5,000

資 産 合 計 8,189,368 負 債 ・ 純 資 産 合 計 8,189,368

-4,937
その他有価証券評価差額金 -4,937

純 資 産 合 計 2,366,144



Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記

1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
 ①市場価格のない株式等以外のものは、期末日の市場価格等に基づく時価法を採用しております。
    (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定して
    おります。)

2.棚卸資産の評価基準及び評価方法
（1）評価基準…原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
（2）評価方法
　　　・商品　－　移動平均法

3.固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産　
　定額法。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基
　準によっております。

(2) 無形固定資産
　定額法。なお、耐用年数については、法人税法に規定する方法と同一の基準によってお
　ります。但し、ソフトウェア(自社利用分)については社内における利用可能期間(5年)
　に基づく定額法を採用しております。

4.引当金の計上基準
(1) 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を

計上しております。

(2) 従業員賞与引当金 従業員の支払に充てるため、支給見込額に基づき計上して
おります。

(3) 役員賞与引当金 役員への賞与の支払に充てるため、支給見込額のうち当事
業年度の負担額を計上しております。

(4) 退職給付引当金 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職
給付債務の見込額に基づき、当事業年度末に発生していると
認められる額を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支払に充てるため、内規に基づく期末要
支給額を計上しております。

5.収益及び費用の計上基準
当社の顧客との契約から生じる収益に関する主要な事業における主な履行義務の内容及び当該履行義務を充足する
通常の時点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。

当社においては主に樹脂商品の販売を行っております。
このような商品の販売については、顧客に商品を引き渡した時点で収益を認識しております。
なお商品販売において、当社が代理人に該当すると判断したものについては、他の当事者が提供する商品と交換に
受取る額から当該他の当事者に支払う額を控除した純額を収益として認識しております。

Ⅱ.会計方針の変更に関する注記

計算書類作成のための基本となる重要な事項の変更
（会計方針の変更）
（収益に認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用し
約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる
金額で収益を認識することといたしました。
　これに伴い、顧客との契約における当社の履行義務が、財又はサービスを他の当事者によって提供されるように
手配する代理人としてのサービスであると判断される取引については、従来総額ベースで計上していた顧客への
売上高とこれに対応する売上原価を相殺し、純額ベースで収益を計上することとしております。
　当該会計方針の変更は、原則として遡及適用され、遡及適用後の計算書類となっております。

この結果、売上高及び売上原価は、当事業年度において13,898,276千円それぞれ減少しております。
当事業年度における売上総利益以下の各段階損益への影響はなく、また純資産額への影響もありません。

Ⅲ.株主資本等変動計算書に関する注記
1.当事業年度の末日における発行済株式の数 2,000株
2.当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項

令和3年6月26日の第43期定時株主総会において、配当の決議は行われませんでした。
3.当事業年度の末日後に行う剰余金の配当に関する事項

令和4年6月21日の第44期定時株主総会において、次のとおり決議する予定です。
配当の予定はありません。

個別注記表


